
進行管理台帳の見方について 

 

① は、第 6次処理指導計画の４つの施策の柱の内容を説明しています。 

 

② は、施策の柱を実現するための個別施策の内容を説明しています。 

 

③ は、個別施策を達成するための具体的取り組みを説明しています。 

 

④ は、具体的取り組みの前年度の実績を説明しています。 

 

⑤ は、具体的取り組みの前年度実績の達成度を、以下の基準で 4段階評価を行っています。 

0：（未達成） 

1：（一部未達成） 

2：（ほぼ目標どおり） 

3：（目標を超えて達成した） 

 

⑥ は、具体的取り組みの今年度計画を説明しています。 

（１）多量排出事業者による発生抑制等の推進

具体的取組 平成29年度実績 達成度 平成30年度計画

・排出実態を踏まえた立入検査の実施、発生抑制、再使用等
の推進

（環：廃棄物指導課）

（２）排出事業者による２Ｒの推進

具体的取組 平成29年度実績 達成度 平成30年度計画

・業種別、事業規模別に集計・分析し、参加事業者へフィード
バック

（環：廃棄物指導課）

・手引き、リーフレット等の作成

（環：廃棄物指導課）

・優秀な取組事例の紹介、説明会の開催

（環：廃棄物指導課）

第６次川崎市産業廃棄物処理指導計画　進行管理台帳（平成30年度）

１　３Ｒの推進

　循環型社会の構築に向けた取組は、廃棄物等の発生の抑制と循環利用等を通じた埋立量の削減に加え、環境負荷の低減、資源確保など循環の質にも着目した取組を総合的に推進することが重要
です。近年の景気回復に加え、今後様々なインフラ整備が見込まれるなど、廃棄物の排出量の増加が懸念されることから、排出事業者に対し、産業廃棄物の２Ｒ（発生抑制、再使用）を優先した３Ｒの
取組を積極的に促すことにより、天然資源の消費抑制、環境負荷の低減等を図り、最終処分量の削減に努めます。

　産業廃棄物の多量排出事業者は、廃棄物処理法に基づき、発生抑制、再生利用、適正処理などを記載した産業廃棄物処理計画書等の提出が義務付けられています。市内の産業廃棄物の総排出
量のうち、多量排出事業者による排出量は約７割を占めていることから、多量排出事業者に、発生抑制、再使用の取組を優先して促すこと等により、２Ｒを優先した３Ｒの取組の効果的な促進を図りま
す。

・立入検査の実施件数が計画での20件程度に対し3件にとど
まった。
・報告書等を提出した事業者に対し、２Ｒの推進に係る方策に
ついて助言を行った。

・提出された計画書等に基づき、立入検査を実施する。（20件
程度）
・提出された報告書等に基づき、２Ｒの推進に係る方策につい
て助言を行う。

　神奈川県、横浜市、相模原市、横須賀市と協調して、産業廃棄物の発生抑制等に向けた施策を展開します。

ア　廃棄物自主管理事業

　廃棄物自主管理事業は、その事業活動に伴い年間800トン（特別管理産業廃棄物は40トン）以上の廃棄物を発生させる事業場を設置している事業者又は、本事業の趣旨に賛同し参加を希望する排
出事業者から提出される産業廃棄物処理計画書等を集計・分析し、その結果を参加事業者へフィードバックすることにより、産業廃棄物の発生抑制等に向けた取組を促します。
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・提出された届出内容を業種別に集計し、手引き及び法定多量
事業者については法律に基づき、ホームページで届出内容を
公表した。
・希望する事業者に対し、同業他社と比較できる個別データを
作成し提供した。

・提出された届出内容を業種別に集計し、手引き等で公表す
る。
・希望する事業者に対し、同業他社と比較できる個別データを
作成し提供する。

・自主管理事業参加事業者向けの手引き（廃棄物自主管理の
手引き）を作成した。
・排出事業者向けの産業廃棄物の適正処理に係るリーフレット
の作成を行った。

・自主管理事業参加事業者向けの手引きを作成する。
・排出事業者向けの産業廃棄物の適正処理に係るリーフレット
を作成する。

・横浜市の関内ホールで廃棄物自主管理事業の概要に係る説
明会を開催した。
・優秀な取組事例について説明会や自主管理の手引き等で参
加事業者に紹介した。

・廃棄物自主管理事業の概要に係る説明会を開催する。
・優秀な取組事例について説明会及び手引き等により参加事
業者に紹介する。
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